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1

リフトアップした車両を下降させたところ、進入方向左側のみが急激に降下
し、左右で高さに差が生じため、サイドシールブロックが倒れてプレート上部か
ら車両が落下した。
原因は、シリンダー高圧ホースのカシメ部からオイル漏れが発生していたためと
考えられる。
対策として、当該リフトの修理と点検を実施した。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 不明 ○

2

フロアリフトを上昇させようとペダルスイッチを操作したところ、上限位置で停止
することなく上昇を続けたため、フロア部と車両前部との間に作業員の足が
挟まれ、両足を骨折した。
原因は、リミットスイッチが外れて機能していなかったことや日常点検の際にス
イッチの動作確認が不足していたため考えられる。
対策として、当該リフトの修理と点検を実施した。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 不明 ○

3

オイル交換後、車両のエンジンが掛かったままギヤが入っている状態でリフトを
下降させたため、車両が地面に接地した際に前進した。
その結果、移動側リフトのリフティングポイントから外れないまま車両が前進
し、車両が破損した。
原因は、車両の状態を確認せずに下降したためと考えられる。
対策として、当該リフトの修理と正しい取り扱い方法を説明した。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 不明 ○

4

地上1m付近でタイヤドーリーを使用し、タイヤを取り外して車両の点検作業
を行っていたところ、リモコン操作を行っていないにもかかわらず移動側リフトが
下降し続けた。そのため、ホイールドーリーに荷重がかかり、車両のバランスが
崩れてリフトから落車した。
原因は、経年劣化による無線リモコンの誤作動と考えられる。
対策として、リフトの点検を実施するとともに、日常点検の徹底やリモコンに
破損等が認められる場合は使用を中止すること等を説明した。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 不明 ○

5

ピットリフトを車両にセットするため移動させたところ、車輪の軸がずれて本体
がレールから脱落し、落下した。その際、落下のはずみで付近にあった車両
部品が跳ね、作業員の身体に接触したため、軽傷を負った。
原因は、リフトに不具合があることを把握していたにもかかわらず、修理をせず
に使用していたためと考えられる。
対策として、当該リフトを使用禁止にするとともに正しい取り扱い方法を説明
した。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 不明 ○

6

使用時にリフトの左右差が発生したため、上限位置で修正を行ったところ、
油圧ユニット内のイコライザが破裂し、オイルが散乱した。
原因は、以前からリフトの左右差が発生していたにもかかわらず、修理を行
わずに使用を継続していたことによるものと考えられる。
対策として、油圧ユニットを交換した。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H24.11 13年 ○

7
リフトアップした車両内で作業中、作業員が誤ってリフトから転落した。
原因は作業員の誤った使用方法による取扱不良と考えられる。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 不明 ○

物損内容 事故の推定原因

令和７年リフト事故集計表
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8

ツインリフトにてフロント側のみをリフトアップしようとした際、リモコンの固定側と
移動側が連動していることに気づかないまま上昇操作を行ったため、移動側
ポストが車両下部に接触し、車両を破損させた。
原因は、リモコンの設定を確認せずに作動させたためと考えられる。
対策として、正しい取り扱い方法を説明した。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 不明 ○

9

車両を斜めに進入させ、リフトのプレート部で車両を上昇させたところ、車両
が内側に落車し、破損した。
原因は、リフトアタッチメントを使用せず、車両をプレートに直接載せた状態
で上昇操作を行ったこと、また車両のセット位置が片側のプレートに偏ってい
たためと考えられる。
対策として、リフトの正しい取り扱い方法を改めて説明を行うとともに整備機
器講習会の開催を提案した。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 不明 ○

10

深夜の整備工場内において車両火災が発生した。
火災の影響により天井全体に炎熱が広がり、架台に敷設されていたリモコン
配線が熱で溶解・ショートしたためリフトが上昇し、押しのけられた車両同士
が衝突して5台の車両が破損した。
本件の根本原因は火災であるが、併せて終業時にリフトの電源OFFを実施
していなかったことや車両保管のために隙間を詰めて駐車していたため、リフト
上昇により車両が連続して押し出され、被害が拡大したものと考えられる。
対策として、終業時には必ずリフトの電源をOFFにするよう、改めて取り扱い
方法を説明した。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ R4.12 3年 ○

11

車両を上昇させている際、フロント側でアタッチメントをセットし受台を広げてリ
フトアップしたところ、アタッチメントと車両の間に指を挟み負傷した。
原因は、リモコン操作時にボタンの位置を確認せずに操作してしまったためと
考えられる。
対策として、上昇・下降ボタンを触って判別できるように、上昇ボタンへ分厚
いシールを貼り付けて識別しやすくした。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 不明 ○

12
作業を行うため車両を上昇させたところ、チェーンが破断した。
原因は、定期点検及び日常点検を実施していなかったためと考えられる。
対策として、リフト修理を行うとともに正しい点検方法を説明した。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H20.1 17年 ○

13

リフトアップした状態で前輪タイヤを取り外したまま作業を中断し、リフトを安
全ロックが作動しない地上約30cmの高さまで下降させた状態で作業を終了
した。翌日確認したところ、リフトが自然下降して床面まで下がっており、車
両前輪のブレーキが床面に接触したことにより、左右のブレーキローター及び
床面が損傷していた。
原因は、リフトの自然降下が発生したことや安全ロックが作動しない状態でリ
フトを使用していたためと考えられる。
対策として、当該リフトの修理および点検を実施するとともに、使用時には必
ず安全装置が作動する位置で停止させるよう説明を行った。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ R7.1 0年 ○
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14

フロントアタッチメントが車両のフロントアクスルに正しくセットされていない状態
でリフトを上昇させたため、車両が前方へ落下してフロント部分を破損した。
原因は、アタッチメントを正しくセットしていなかったためと考えられる。
対策として、リフト点検を行うとともに正しい取り扱い方法を説明した。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 不明 ○

15

車両をリフトアップしたところ、ポンプユニット内のイコライザが破損し、昇降動
作が停止した。その後、上昇および下降動作が不能となった。
原因は、ポンプユニット内イコライザ底部の溶接加工箇所が損傷していたこと
によるものと考えられる。
対策として、油圧ユニットを交換した。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ R1.1 6年 ○

16

車両をリフトアップした後、作業員が離れた直後にリフトが自動的に上限まで
上昇した。
原因は、リモコンリールの短絡による誤作動と考えられる。
対策として、リモコン及びリモコンリールの点検を実施した。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H31.1 6年 ○

17

車両を地上約1mまでリフトアップした状態でタイヤ脱着作業を行ったところ、
車両がリフトから落下した。
原因は、リフトポイントとアタッチメントのセット確認が不十分であったと考えら
れる。
対策として、リフトの点検を実施するとともに作業員に対して正しい取り扱い
方法を説明した。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H28.11 9年 ○

18

リフトアップした車両を下降させていたところ、作業員が一時的に目を離した
間に左右差が発生し、車両がリフトから落車した。事業場は、当該リフトに
以前から左右差が発生していることを認識していたが、修理を行わずに使用
を継続しており、さらに日常的に車両下につっかい棒を入れて左右差を補正
するなど、不適切な方法で使用していた。
原因は、同調チェーンが著しく伸びていたことに加え、作業への慣れによる注
意不足や取り扱い不良が重なったためと考えられる。
対策として、リフトの修理を実施するとともに、リフトの正しい取り扱い方法に
ついて改めて説明を行い、併せて定期点検の重要性についても説明を行っ
た。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｒ4.2 3年 ○

19

バスをリフトアップして作業を行った後、最下限まで下降させた位置でリア側
のアタッチメントを取り外そうとしたが、取り外すことができなかった。
そのため再度リフトアップを行い、タイヤ着地部に角材を敷いて着地位置をか
さ上げしたうえで下降させたが、バスのパーキングブレーキをかけていなかったた
め車両が動いてしまった。
作業員が咄嗟に車両を止めようとした際、足を轢かれ骨折した。
原因は、角材を使用して着地位置のかさ上げを行ったためと推測される。
対策として、リフトの正しい取り扱い方法について改めて説明を行うとともに、
適切なアタッチメントの使用を提案した。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 不明 ○
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20

車両をリフトアップし、オイルドレンボックスを車両下部に設置してオイル交換
作業を行っていたところ、リモコンを操作していないにもかかわらずリフトが下降
し、車両下部がオイルドレンボックスに接触して破損した。
原因は、リモコンリールの短絡による誤作動と考えられる。
対策として、リモコンおよびリールの点検を実施した。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H21.1 16年 ○

21

大型リフトのリア側受け台アタッチメントが自動的に作動し、車両に搭載され
ていた工具箱に接触して破損した。
原因は、エアシリンダー及び電磁弁周辺からのエア漏れによるものと考えられ
る。
対策として、エアシリンダー及び電磁弁を交換した。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H26.1 11年 ○
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1

門型洗車機をロッカーブラシが回転しない状態で使用したため、当該ブラ
シが車両に接触し、車両を損傷させた。
原因として、ロッカーブラシを回転させるチェーンが経年劣化により伸び、
プーリーから外れて絡まったこと及び以前から同様の症状が発生していたに
もかかわらず修理を行わずに使用を継続していたことが考えられる。
対策として、当該箇所の修理を実施するとともに、門型洗車機の正しい
取り扱い方法について改めて説明を行った。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 不明 ○

2

車両の背面洗浄後、サイドブラシが完全に開いていない状態のまま洗車
機本体が前進したため、車両のリヤガラスを破損するとともに左側面を損
傷させた。
原因は、制御系に不具合があったと推測される。
対策として、シーケンサー制御部の点検を実施するとともに、プログラムの
一部見直しを行った。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H27.1 10年 ○

3

トラック用連続洗車機において、箱車タイプのトラックがトップブラシに引っ
掛かり前進できなくなり、車両3台による玉突き衝突事故が発生した。
原因は、連続洗車機入場時における作業員の操作選択ミスによるものと
考えられる。
対策として、作業員に対し連続洗車機の正しい取り扱い方法について改
めて説明を行った。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ R4.1 3年 ○

4

門型洗車機で洗車中にトップノズルが破損した。
原因は、洗車中にブレーキとアクセルを踏み間違えたためと推測される。
対策として、トップノズル部を修理した。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ R7.11 0年 ○

5 サイドスリップ・テスタ

サイドスリップ・テスタのロックレバー用の蓋が垂直に立った状態のまま車両
を後退させたため、燃料タンクを損傷させた。
原因は、センターカバーをボルトで固定していなかったため、車両が通過し
た際の何らかの衝撃により、ロックレバー用の蓋が持ち上がったものと考えら
れる。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H27.1 10年 ○

6 チェーンブロック

エンジンをチェーンブロックで吊り下げて移動させていたところ、移動レールか
ら脱落し、エンジンが落下して破損した。
原因は日常点検を怠ったことにより、移動用レールに設置されているストッ
パ（ボルト）が脱落していたことに気づかなかったためと推測される。
対策として、移動用レールの交換を実施した。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 不明 ○

門型洗車機

使
用
年
数

（
概
算
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7 エアーホースリール

エアーホース使用中、ホースが暴れて作業員の顔面に接触し、数針縫合
を要する負傷を負った。
原因は、ホースが劣化により破裂し、その反動で暴れたことによるものと考
えられる。
対策として、エアーホースの正しい取り扱い方法について説明を行うととも
にホースの暴れを防止する装置の取り付けを提案した。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 不明 ○

8 ガレージ・ジャッキ

ガレージ・ジャッキを使用して大型車のスタビライザーリンクを持ち上げようと
したところ、ジャッキのシリンダーが破断した。
原因として、点検不足が推測される。
対策として、ミッションジャッキについて定期的な点検を実施するよう説明を
行った。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H26.9 11年 ○

9 温水洗車機

整備ストールにぶら下げていた洗浄ガンが、ポンプの稼働と同時に噴射し
て暴れ、付近の車両に接触し破損させた。
原因は、洗浄ガンの固定ピンが引っかかった状態であることに気づかないま
ま作動させてしまったことと考えられる。
対策として、点検と修理を実施するとともに、洗浄ガンの暴れ防止策につ
いて提案を行った。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 不明 ○

6 0 0 1 2 2 3 4 9 0 1 8 1 0 0 4 4 0 2 0 3 5 0 4 1 7 3 1 8
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総 　　　　計 9 9 9 910


